


序章 都市計画マスタープランとは

◆計画の目的・役割

■実現すべき具体的なまちの将来像を示します
■個別の都市計画を決定・変更する際の根拠となります
■住民と行政の協働によるまちづくりの一歩となります

◆計画の目標年次

概ね２０年後の令和２７（２０４５）
年を目標年次とします。
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ゆとりや落ち着きを感じることのできる都市

買物がしやすく、様々な公共サービスを

受けることのできる都市

鉄道やバス・タクシーなどの

公共交通が充実している都市

文化施設やコミュニティ施設

が整備された都市

商業・工業・農林業が盛んな都市

自然を身近に感じることのできる都市

歴史・文化的資源を活かした都市

自然災害に対し充分な備えがとられた都市

子どもから高齢者、障がい者等のすべての人が

安心して暮らせる都市

地球環境に配慮し環境負荷が低減された都市

人工知能（AI）やビッグデータなどの

先端技術を活用した都市

外国との交流が盛んな都市

その他

１番目 ２番目 ３番目

※データは獲得件数
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買物がしやすく、様々な公共サービスを

受けることのできる都市

鉄道やバス・タクシーなどの

公共交通が充実している都市

文化施設やコミュニティ施設が整備された都市

商業・工業・農林業が盛んな都市

自然を身近に感じることのできる都市

歴史・文化的資源を活かした都市

自然災害に対し充分な備えがとられた都市

子どもから高齢者、障がい者等の

すべての人が安心して暮らせる都市

地球環境に配慮し環境負荷が低減された都市

人工知能（AI）やビッグデータなどの

先端技術を活用した都市

外国との交流が盛んな都市

その他

第１章 安中市の現状・課題とまちづくりの方向性

◆安中市の現状

◆まちづくりの課題と方向性

－将来にわたって持続可能なまち－

○「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進し、都市機能や生活機能が集積し
た拠点の形成と、公共交通による拠点間の連携を図ることで、生活利便性の高い持続可能なま
ちをつくります。

○ゼロカーボンシティに向けた取組や水・みどりの利活用、また防災・減災対策のもとでの住居
の誘導や都市基盤の強靱化など、自然環境と共生した安全・快適なまちをつくります。

まちづくりの方向性

まちづくりの課題

図 将来人口
（国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（令和５年推計）） 図 理想とする将来像（市民の意向）

土地利用

都市交通
都市景観

都市環境

 交通ネットワークの形成
 誰もが利用しやすい公共交通の充実

 豊かな水・みどりの自然環境を活か
したまちづくり

 良好な住環境の維持・向上
 地球環境に配慮したゼロカーボンシ
ティへの取組

 都市機能の適切な誘導
 市街地における適切な土地利用の誘導
 適切な土地利用のコントロールと住環
境の保全

 観光機能の強化
都市防災  災害に強いまちづくりの推進

 雄大な自然環境と歴史・文化の継承

人口は減少傾向で、今後一層、人口減少・
少子高齢化が進行すると推測されています。

「買い物がしやすく、様々な公共サービスを受けるこ
とのできる都市」「すべての人が安心して暮らせる都
市」を理想としている人が多いです。

本編ｐ.３

本編ｐ.１



2

◆将来都市像

◆まちづくりの基本目標

◆将来都市構造

■土地利用の構成

土地利用の特性に応じ

て、市域を「エリア」に

区分します。

■都市の拠点とゾーンの構成

市民生活の中心となる都市機能や生活サービ
ス機能が集積する地域を「拠点」に位置付け、
産業や観光、歴史・文化施設などの資源が集積
する地域を「ゾーン」に位置付けます。

■都市軸・地域軸の構成

拠点や都市機能の結びつきを強化する
道路や鉄道を「軸」に位置付けます。

目標
１

魅力を高め 多様な人が活動し
いきいきと交流するまち

目標
２

多様な移動手段が確保され
誰もが心地よく生活できるまち

目標
３

目標
４

誰もが安全で安心し
心豊かに暮らし続けられるまち

目標
５

歴史・文化を継承し
自然とともに生きるまち

第２章 全体構想

人と人、人とまち、地域と地域がつながり、１０年、
２０年先も住み続けたいと思えるようなまちづくり
を進めていくよ！

未来を拓く
より暮らしやすく新しいまち

ひら

本編ｐ.４７



3

◆分野別基本方針について

第３章 分野別基本方針

分野別基本方針は、全体構想で掲げた将来都市像、まちづくりの基本目標及び将来都市構造
の実現に向けて、市全体の観点からのまちづくりを計画的に進めていくための、各分野の施策
や取組に関する基本的な考え方を示したものです。

コンパクト・プラス・ネットワークの基本方針

〇コンパクト・プラス・ネットワークの都市構造を確立し、安全・安心で利便性が高く、居心地
が良く歩きたくなる市街地環境を形成

〇各拠点の道路等の都市基盤施設や安全・安心な市街地環境の創出
〇都市活力の維持・向上
〇市全体を網羅する交通機能の確保
〇自家用車に依存しなくても移動できる公共交通ネットワークの形成

【都市拠点】安中市役所・安中駅周辺
○枢要な公共公益施設や生活利便施設等の
高次都市機能の集約再配置と機能強化

○交通結節点としての安中駅の機能維持と
設置を検討している新駅による機能強化

○公共交通の利便性向上

【生活拠点】
原市交差点・磯部駅周辺
○日常生活に必要な生活サービ
ス機能の誘導

○公共交通の利便性向上

【生活拠点】安中榛名駅周辺
○日常生活に必要な生活サービス機能の誘導
○公共交通の利便性向上

【生活拠点】横川駅周辺
○様々な手法による生活
拠点機能の創出と維持

【地域拠点】松井田仲町交差点・西松井田駅周辺
○日常生活に必要な生活サービス機能の誘導
○交通結節点としての松井田駅・西松井田駅の機能強化と
公共交通の利便性向上
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土地利用の基本方針

〇「安中市立地適正化計画」に基づく都市機能及び居住の誘導と、低未利
用地の効果的な利活用

〇地区の特性に応じた土地利用の実現と良好な市街地環境の維持・創出
〇新駅構想周辺などの自然環境や営農環境との調和を前提とした新たな土
地利用の可能性の検討

都市交通の基本方針

都市環境の基本方針

都市防災の基本方針

都市景観の基本方針

「碓氷川右岸西毛広域幹線道路沿道地区」の
近隣商業地域の決定

〇自家用車に依存しなくても移動できる都市交通体系を整備
〇誰もが安全・安心・快適に利用できる持続可能な公共交通体系を創出
〇道路の計画的な整備と長寿命化
〇都市計画道路の必要性及び妥当性を再検証、都市計画を見直すなど持続
可能なまちづくりの推進

〇自然と調和・共生した都市環境の維持と創出
〇市民や地域住民の憩いの場・交流の場となる公園の施設の長寿命化
〇安全・安心な生活環境の創出
〇地球にやさしい脱炭素の都市の形成

〇防災と減災の観点から災害に強い都市づくり
〇自然災害により甚大な被害が発生した際の早期復興まちづくり

〇市民生活の豊かさや、市民・観光客等による賑わいを演出
〇土地利用の区分に応じた景観保全・景観形成、景観重点区域の指定や、
景観重要建造物、景観重要樹木、景観重要公共施設の指定に向けた継続
的な取組の推進

西毛広域幹線道路の整備・ＡＩデマンド交通の取組
新駅構想に伴うまちづくりの検討

主な
取組

ＥＶスタンド（電気自動車用急速充電器）の設置

横川駅隣接地における防災機能を備えた
「道の駅整備」

県内初の景観重要樹木「崇台山の大桐」
と崇台山からの眺望景観保全の取組

等

等

等

等

等

主な
取組

主な
取組

主な
取組

主な取組
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第４章 地域別構想

目標
１ 拠点機能の充実

目標
２

西毛広域幹線道路整備に

伴う沿道まちづくりの推進

目標
３

安中東
地域

誰もが移動しやすい

交通ネットワークの構築

目標
４

安中東地域は、安中市役所などの
都市機能が集積しており、拠点性
の高い地域となっています！

◆地域別構想について

地域ごとのまちづくりの目標
とまちづくりの施策・活動の指
針となる「地域別構想」を、都
市拠点・地域拠点・生活拠点を
中心とした『安中東地域』『安
中西地域』『松井田地域』の３
地域で定めます。

安中西地域は、磯部温泉の
ほか、規模の大きな工業団
地があるなど、産業が活発な
地域と言えます！

安中西
地域

自然環境や地域資源を

活かした交流の推進

安全・安心に暮らせる

生活環境の創出
目標
５



６

地域拠点・生活拠点の維持・拡充
新たに設置される道の駅を

活かしたまちづくりの促進
目標
１

目標
２

安全・安心に暮らせる生活環境

の創出

豊かな自然環境や景観、地

域資源の保全・活用

目標
４

目標
５

誰もが移動しやすい生活交通

手段の確保

目標
３

松井田
地域

都市の産業機能の拡充

誰もが移動しやすい交通

ネットワークの構築

安全・安心に暮らせる生活環境

の創出

自然環境や景観の保全・活

用と周辺市街地との調和

目標
２

目標
３

目標
４

目標
５

松井田地域は、妙義山や湖、
碓氷関所跡など、自然・歴史・
文化資源の宝庫と言えます！

生活拠点・観光拠点として

魅力の向上

目標
１

※土地利用の着色は用地地域とは異なります

本編ｐ.８９
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第５章 実現化方策

図 協働のイメージ 図 進行管理（PDCAサイクル）のイメージ

○土地利用の規制・誘導 ○都市施設の計画的な整備
○立地適正化計画と地域公共交通計画の策定

図 立地適正化計画のイメージ

安中市都市計画マスタープラン【概要版】
令和７（2025）年６月発行
発行：安中市
編集：安中市 まちづくり部 都市計画課
住 所：〒379-0192 群馬県安中市安中１丁目23番地13号
電話番号：027-382-1111（内線1211、1212） FAX：027-381-7018
E - m a i l：toshikeikaku@city.annaka.lg.jp

◆市民・事業者・行政の協働による
まちづくり

都市計画マスタープランに示された将来都市
像や方針の実現のためには、市民・事業者・行
政が協働し地域に根差したまちづくりが必要と
なります。

◆将来都市像の実現に向けた取組

都市計画マスタープランで示す将来都市像や方針の実現に向け、都市計画法に基づき、適切な
土地利用の規制・誘導や都市計画事業の実施により、計画的にまちづくりを推進します。

◆都市計画マスタープランの進行管理

都市計画マスタープランは社会情勢の変化
など、計画の条件に大きな変化が生じた場合
は必要に応じて見直しを行います。
また、PDCAサイクルに則り、適切な段階で

都市づくりの状況を把握することで、計画の
進行管理を行います。

都市計画

マスター

プランの

策定・改定

各 種 施

策 ・ 事 業

の展開

施策・事業の

効果・成果の

検証

評価に応じた

施策・計画の

見直し

Plan

策定

Do

実行

Action

見直し

Check

評価

＜都市機能＞
拠点機能の集積や生活
サービス機能の維持・
向上による魅力のある

まち

＜居住＞
生活サービス機能や
地域コミュニティが
維持された暮らし
続けられるまち

＜公共交通＞
交通が利用しやすく、
自家用車に頼らずとも
誰もが心地よく生活

できるまち

＜防災＞
誰もが安全で
安心して

暮らし続けられる
まち

誘導区域・誘導施設・誘導施策を設定 防災指針の位置づけ

 まちづくりへの理解
 まちづくりへの参画・実践
 暮らしの継承

市民

 まちづくりへの
参画

 良好な住環境の
     保全・確保
 まちづくりの
 ルールの遵守
 事業への協力

事業者
 まちづくり情報
     の公開・周知
 意見の収集・
     合意形成
 施策の具体化・
     実施
 まちづくり活動
の支援

行政
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